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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末で実行されるアプリケーションと移動ネットワークとの間の通信で使用される
ベアラ・サービスを選択する方法であって、前記移動端末は該移動端末で異なるアプリケ
ーションの使用を可能にし且つ該移動端末と該移動端末の製造業者又は第三者の製造業者
によって供給されるアプリケーション・プログラムとの間の両立性を保証するためのアプ
リケーション実行環境を備え、前記方法は、前記アプリケーション・プログラムから該ア
プリケーション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信で使用されるべき前記
ベアラ・サービスに対する一組の要件を収集するため、また該アプリケーション・プログ
ラムと前記移動ネットワークとの間の通信で使用するベアラ・サービスを選択するのにそ
の収集した一組の要件に基づいて前記移動ネットワークとベアラ・サービスの交渉を実施
するために前記アプリケーション実行環境を動作させることを含む方法。
【請求項２】
　ベアラ・サービスに対する前記一組の要件に基づき、前記移動端末にてベアラ・サービ
ス要求ネットワーク・メッセージを形成し、
　前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージを前記移動ネットワークに送信し
、
　前記選択可能なベアラ・サービスと前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセー
ジとに基づき前記移動ネットワークにてベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージ
を形成し、
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　前記ベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージを前記移動端末に送信する、
　ことを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アプリケーション実行環境は前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージ
を形成する請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アプリケーション実行環境は前記ベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージ
を受信して処理する請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージは通信のために選択されるべきベ
アラ・サービスに対する提案を含む請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信で使用する新
たなベアラ・サービスを選択すべく再交渉段階が実施される請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記再交渉段階は前記移動端末内の前記アプリケーション・プログラムおよび前記移動
端末のユーザの一方により開始される請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記再交渉段階は、少なくとも、
　前記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信で使用するた
めに選択されるべきベアラ・サービスに対する新たな一組の要件を規定し、
　前記新たな一組の要件に基づきベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージを前記
移動端末において形成し、
　前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージを前記移動ネットワークに送信し
、
　前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージと前記移動ネットワークにおいて
選択可能な前記ベアラ・サービスとに基づき、前記アプリケーション・プログラムと前記
移動ネットワークとの間の通信で使用されるべき新たなベアラ・サービスに対する提案を
含むベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージを前記移動ネットワークにおいて形
成し、
　前記ベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージを前記移動端末に送信し、さらに
、
　もし前記新たなベアラ・サービスがベアラ・サービスに対する前記新たな一組の要件を
十分に満たせば該新たなベアラ・サービスに対する提案を受け入れる段階であって、その
結果前記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信は該新たな
ベアラ・サービスを使用して継続される段階か、
　もし前記新たなベアラ・サービスがベアラ・サービスに対する前記新たな一組の要件を
十分に満たさなければ該新たなベアラ・サービスに対する提案を拒絶する段階であって、
その結果前記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信は終結
される段階か、
　の内のひとつの段階を前記移動端末で実施することを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記アプリケーション実行環境はベアラ・サービスに対する前記新たな一組の要件を規
定する請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アプリケーション実行環境は前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージ
を形成する請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アプリケーション実行環境は前記新たなベアラ・サービスに関する情報を前記アプ
リケーション・プログラムに対して提供することを特徴とする請求項８に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記アプリケーション実行環境はフォーマット化されたデータ・パケットで前記新たな
ベアラ・サービスに関する情報を前記アプリケーション・プログラムに提供する請求項１
１記載の方法。
【請求項１３】
　前記アプリケーション・プログラムは前記新たなベアラ・サービスを受け入れる前記段
階または拒絶する前記段階を実施する請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記再交渉段階は前記移動端末の少なくともひとつの特性が変化したときに実施される
請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　前記再交渉段階は前記移動ネットワークによって開始される請求項６に記載の方法。
【請求項１６】
　前記再交渉段階は前記移動ネットワークの少なくともひとつの状態が変化したときに実
施されると共に、前記再交渉段階は少なくとも、
　前記少なくともひとつの変化させられた状態に基づき、新たなベアラ・サービスに対す
る提案を含む状態変化ネットワーク・メッセージを前記移動ネットワークにおいて形成し
、
　前記状態変化ネットワーク・メッセージを前記移動端末に送信し、
　前記状態変化ネットワーク・メッセージを前記移動局において検査し、さらに
　もし前記新たなベアラ・サービスがベアラ・サービスに対する前記一組の要件を十分に
満たせば該新たなベアラ・サービスに対する提案を受け入れる段階であって、その結果前
記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信は該新たなベアラ
・サービスを使用して継続される段階か、
　もし前記新たなベアラ・サービスがベアラ・サービスに対する前記一組の要件を十分に
満たさなければ該新たなベアラ・サービスに対する提案を拒絶する段階であって、その結
果前記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信は終結される
段階か、の内のひとつの段階を前記移動端末で実施することを含む請求項１５に記載の方
法。
【請求項１７】
　前記選択可能なベアラ・サービスは前記移動端末のユーザに対して通知されて該ユーザ
はベアラ・サービスの選択を実施できる請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記アプリケーション実行環境は各アプリケーション・プログラムと該アプリケーショ
ン実行環境との間の通信のために与えられた論理インタフェースを介して前記アプリケー
ション・プログラムから各ベアラ・サービス要件に関する情報を収集する請求項１に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記アプリケーション・プログラムは前記論理インタフェースを介して前記各ベアラ・
サービス要件に関する情報をフォーマット化されたデータ・パケットで前記の実行環境に
与える請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記アプリケーション実行環境は該アプリケーション実行環境と前記移動端末の特性に
関する情報を備える情報格納部との間のインタフェースを介して前記移動端末から各ベア
ラ・サービス要件に関する情報をさらに収集する請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記アプリケーション実行環境は前記移動端末から該移動端末の各ベアラ・サービスに
関する情報をさらに収集する請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記アプリケーション実行環境は該アプリケーション実行環境とユーザの希望に関する
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情報を備える情報格納部との間のインタフェースを介して各ベアラ・サービス要件に関す
る情報をさらに収集する請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記アプリケーション実行環境は前記移動端末のユーザから該移動端末のユーザ・イン
タフェースを介して各ベアラ・サービス要件に関する情報をさらに収集する請求項１に記
載の方法。
【請求項２４】
　前記アプリケーション実行環境は前記移動ネットワークからユーザの加入契約情報をさ
らに収集する請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記アプリケーション実行環境はベアラ・サービスに対する前記一組の要件を優先順位
付けする請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記アプリケーション実行環境はベアラ・サービスに対する前記一組の要件における各
相反要件を解決する請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記選択可能なベアラ・サービスのいずれかがベアラ・サービスに対する前記一組の要
件を十分に満たすか否かを決定するための比較が前記移動ネットワークにおいて実施され
る請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記比較の実施に関して前記ユーザの前記加入契約情報が検査される請求項２７に記載
の方法。
【請求項２９】
　前記比較の実施に関して前記移動ネットワークのトラフィック状態が検査される請求項
２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記比較の実施に関して遠隔ネットワークの機能が検査される請求項２７に記載の方法
。
【請求項３１】
　前記選択可能なベアラ・サービスのいずれかがベアラ・サービスに対する前記一組の要
件を十分に満たすか否かを決定するための比較が前記移動端末において実施される請求項
１に記載の方法。
【請求項３２】
　前記比較の実施に関して前記ユーザの加入契約情報が検査される請求項３１に記載の方
法。
【請求項３３】
　前記比較の実施に関して前記移動ネットワークのトラフィック状態が検査される請求項
３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記比較の実施に関して遠隔ネットワークの機能が検査される請求項３１に記載の方法
。
【請求項３５】
　前記アプリケーション実行環境は前記アプリケーション・プログラムに許可されたベア
ラ・サービスに関して該アプリケーション・プログラムに知らせる請求項１に記載の方法
。
【請求項３６】
　前記アプリケーション実行環境は、前記許可されたベアラ・サービスに関する情報を前
記アプリケーション・プログラムにフォーマット化されたデータ・パケットで提供する請
求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
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　前記移動ネットワークにおいて少なくともひとつのサービス品質クラスが規定され、且
つ、該少なくともひとつのサービス品質クラスに対して少なくともひとつのベアラ・サー
ビスが規定される請求項１に記載の方法。
【請求項３８】
　前記アプリケーション・プログラムに対し、好適なサービス品質クラスが規定される請
求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記アプリケーション・プログラムに対して規定された前記好適なサービス品質クラス
に関する情報は、ベアラ・サービスに対する前記一組の要件に含まれると共に、該情報は
前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージで前記移動ネットワークに送信され
る請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記再交渉段階は前記アプリケーション・プログラムの少なくともひとつのベアラ・サ
ービス要件が変化したときに実施される請求項７に記載の方法。
【請求項４１】
　前記アプリケーション・プログラムを起動させるサービス要求が前記の実行環境を動作
させて該アプリケーション・プログラムからベアラ・サービスに対する前記一組の要件を
収集する請求項１に記載の方法。
【請求項４２】
　前記移動端末において選択可能な各ベアラ・サービスに関する情報を獲得し、
　前記選択可能なベアラ・サービスのいずれかがベアラ・サービスに対する前記一組の要
件を十分に満たすか否かを決定するために、ベアラ・サービスに対する前記一組の要件と
前記移動ネットワークにおいて選択可能なベアラ・サービスに関する前記の獲得した情報
との間で比較を実施し、
　ベアラ・サービスに対する前記一組の要件を十分に満たす選択可能なベアラ・サービス
を前記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークの間の通信に使用するベア
ラ・サービスとして選択するために前記アプリケーション実行環境を動作させることを含
む請求項１に記載の方法。
【請求項４３】
　移動ネットワークを備える通信システムで使用するための移動端末であって、
　前記移動端末において実行されるアプリケーション・プログラムと、
　前記移動端末において異なるアプリケーションの使用を可能とし且つ該移動端末と該移
動端末の製造業者又は第三者の製造業者によって供給される前記アプリケーション・プロ
グラムとの間の両立性を保証するアプリケーション実行環境と、
　各アプリケーション・プログラムと前記アプリケーション実行環境との間で通信するた
めの論理インタフェースと、を備え、
　前記アプリケーション実行環境は前記アプリケーション・プログラムから該アプリケー
ション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信で使用されるべきベアラ・サー
ビスに対する一組の要件を収集し、また該アプリケーション・プログラムと前記移動ネッ
トワークとの間の通信で使用するベアラ・サービスを選択するのにその収集した一組の要
件に基づいて前記移動ネットワークとベアラ・サービスの交渉を実施するように構成され
ている移動端末。
【請求項４４】
　前記アプリケーション実行環境は前記アプリケーション・プログラムの各ベアラ・サー
ビス要件に関する情報を、前記論理インタフェースを介して受信するように構成されてい
る請求項４３に記載の移動端末。
【請求項４５】
　前記アプリケーション実行環境は選択されたベアラ・サービスに関する情報を、前記論
理インタフェースを介して前記アプリケーション・プログラムに伝送するように構成され
ている請求項４３に記載の移動端末。
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【請求項４６】
　前記アプリケーション実行環境は前記アプリケーション・プログラムの特性の変化に関
する情報を、前記論理インタフェースを介して受信するように構成されている請求項４３
に記載の移動端末。
【請求項４７】
　前記アプリケーション実行環境はベアラ・サービスの変更に関する情報を、前記論理イ
ンタフェースを介して前記アプリケーション・プログラムに伝送するように構成されてい
る請求項４３に記載の移動端末。
【請求項４８】
　前記移動端末の少なくともひとつ特性に関する情報を前記アプリケーション実行環境に
伝送するインタフェースを備える請求項４３に記載の移動端末。
【請求項４９】
　前記アプリケーション実行環境は前記移動端末の特性に関する情報を前記のインタフェ
ースを介して、該移動端末の各特性に関する情報を備えている該移動端末内の情報格納部
から受信するように構成されている請求項４８に記載の移動端末。
【請求項５０】
　前記アプリケーション実行環境は前記移動端末の特性に関する情報を該移動ネットワー
クから受信するように構成されている請求項４３に記載の移動端末。
【請求項５１】
　少なくともひとつのユーザ希望に関する情報を前記アプリケーション実行環境に伝送す
るインタフェースを備える請求項４３に記載の移動端末。
【請求項５２】
　前記アプリケーション実行環境はユーザ希望に関する情報を、前記インタフェースを介
して、各ユーザ希望に関する情報を備えている情報格納部から受信するように構成されて
いる請求項５１に記載の移動端末。
【請求項５３】
　前記アプリケーション実行環境はユーザ希望に関する情報を、前記移動端末のユーザ・
インタフェースを介して、ユーザから入力として受信するように構成されている請求項４
３に記載の移動端末。
【請求項５４】
　選択可能な各ベアラ・サービスをユーザに通知するユーザ・インタフェースを備える請
求項４３に記載の移動端末。
【請求項５５】
　ユーザがベアラ・サービスを選択するのを可能とするユーザ・インタフェースを備える
請求項４３に記載の移動端末。
【請求項５６】
　前記アプリケーション実行環境は前記移動ネットワークから、ユーザの加入契約情報を
受信するように構成されている請求項４３に記載の移動端末。
【請求項５７】
　前記アプリケーション実行環境はベアラ・サービスに対する前記一組の要件を優先順位
付けするように構成されている請求項４３に記載の移動端末。
【請求項５８】
　前記アプリケーション実行環境はベアラ・サービスに対する前記一組の要件における相
反要件を解決するように構成されている請求項４３に記載の移動端末。
【請求項５９】
　ベアラ・サービスに対する前記一組の要件に基づきベアラ・サービス要求ネットワーク
・メッセージを形成する手段と、
　前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージを前記移動ネットワークに送信す
る手段と、
　前記移動ネットワークからベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージを受信する
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手段と、
　を備える請求項４３に記載の移動端末。
【請求項６０】
　前記アプリケーション実行環境は前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージ
を形成するように構成されている請求項５９に記載の移動端末。
【請求項６１】
　前記アプリケーション実行環境は前記ベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージ
を受信し且つ処理するように構成されている請求項５９に記載の移動端末。
【請求項６２】
　前記移動ネットワークで選択可能なベアラ・サービスに関する情報を獲得する手段と、
ベアラ・サービスに対する前記一組の要件と、前記移動ネットワークで選択可能なベアラ
・サービスに関して獲得された前記情報とを比較する手段と、を備える請求項４３に記載
の移動端末。
【請求項６３】
　前記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークとの間の通信で使用するた
めに選択されるべきベアラ・サービスに対する新たな一組の要件を規定する手段と、
　ベアラ・サービスに対する前記新たな一組の要件に基づきベアラ・サービス要求ネット
ワーク・メッセージを形成する手段と、
　前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージを前記移動ネットワークに送信す
る手段と、
　前記移動ネットワークからベアラ・サービス応答ネットワーク・メッセージを受信する
手段と、
　もし前記新たなベアラ・サービスがベアラ・サービスに対する前記一組の要件を十分に
満たせば、ベアラ・サービスの変更を受け入れる手段と、
　もし前記新たなベアラ・サービスがベアラ・サービスに対する前記一組の要件を十分に
満たさなければ、ベアラ・サービスの変更を拒絶する手段と、
　を備える請求項４３に記載の移動端末。
【請求項６４】
　前記アプリケーション実行環境はベアラ・サービスに対する前記新たな一組の要件を規
定するように構成されている請求項６３に記載の移動端末。
【請求項６５】
　前記アプリケーション実行環境は前記ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージ
を形成するように構成されている請求項６３に記載の移動端末。
【請求項６６】
　前記アプリケーション実行環境は前記アプリケーション・プログラムに前記新たなベア
ラ・サービスに関する情報を提供するように構成されている請求項６３に記載の移動端末
。
【請求項６７】
　前記アプリケーション実行環境は前記アプリケーション・プログラムに前記新たなベア
ラ・サービスに関する情報をフォーマット化されたパケットで提供するように構成されて
いる請求項６３に記載の移動端末。
【請求項６８】
　前記アプリケーション実行環境は各アプリケーション・プログラムと該アプリケーショ
ン実行環境との間の通信のために与えられた論理インタフェースを介して前記アプリケー
ション・プログラムから各ベアラ・サービス要件に関する情報を収集するように構成され
ている請求項４３に記載の移動端末。
【請求項６９】
　前記アプリケーション実行環境は前記アプリケーション・プログラムを起動させるサー
ビス要求に応じて該アプリケーション・プログラムからベアラ・サービスに対する前記一
組の要件を収集するように構成されている請求項４３に記載の移動端末。
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【請求項７０】
　前記アプリケーション実行環境は、
　前記移動端末において選択可能な各ベアラ・サービスに関する情報を獲得し、
　前記選択可能なベアラ・サービスのいずれかがベアラ・サービスに対する前記一組の要
件を十分に満たすか否かを決定するために、ベアラ・サービスに対する前記一組の要件と
前記移動端末において選択可能なベアラ・サービスに関する前記の獲得した情報との間で
比較を実施し、
　ベアラ・サービスに対する前記一組の要件を十分に満たす選択可能なベアラ・サービス
を前記アプリケーション・プログラムと前記移動ネットワークの間の通信に使用するベア
ラ・サービスとして選択するように構成されている請求項４３に記載の移動端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、移動端末と移動ネットワークとの間の通信のためにベアラ・サービスを選択す
る方法であって、移動ネットワークにおいては少なくとも１つのベアラ・サービスが実施
される方法に適用される。本発明はまた、少なくとも１つの移動端末と、移動ネットワー
クと、移動ネットワークにおいて実施される少なくともひとつのベアラ・サービスと、前
記移動端局と前記移動ネットワークとの間の通信のためにベアラ・サービスを選択する手
段とを備えた通信システムにも適用される。本発明は更に、少なくとも１つの移動ネット
ワークと、移動ネットワークにおいて実施される少なくとも１つのベアラ・サービスと、
前記移動端局と前記移動ネットワークとの間の通信のためにベアラ・サービスを選択する
手段とを備えた通信システムにおいて使用される移動端末にも適用される。
【０００２】
「移動通信システム」という語句は一般に、当該システムのサービス・エリア内で移動局
(MS)のユーザが移動しているときに移動局とシステムの固定部分との間の無線通信接続を
可能とする一切の通信システムを指している。典型的な移動通信システムは、陸上移動公
衆網(PLMN)である。本出願の出願時点で使用されている移動通信システムの大多数は斯か
るシステムの第2世代に属しており、公知の例はGSMシステム(移動電気通信用グローバル
・システム)である。本発明は好適には、次世代すなわち第3世代の移動通信システムに適
用される。例として、GSM移動通信システムおよび第3世代の汎用移動電気通信システムに
対して開発中の新サービスであり、現在標準化されつつある汎用パケット無線サービスGP
RSが使用される。
【０００３】
GPRSシステムの機能的環境は、GPRSバックボーン・ネットワークを形成すべく接続された
１つ以上のサブネットワーク・サービス・エリアを備える(図１ａ)。サブネットワークは
多数のサポート・ノード(SN)を備え、これらの内でサービス供給GPRSサポート・ノード(S
GSN)が本明細書における例として使用される。サービス供給GPRSサポート・ノードは、基
地局(セル)を介して無線通信デバイスに対してパケット交換サービスを提供できるように
、移動通信ネットワークに(典型的にはインタフェース・ユニットを介して基地局に)接続
される。移動通信ネットワークは、サポート・ノードと無線通信デバイスとの間における
パケット交換データ伝送を提供する。一方、GPRSゲートウェイ・サポート・ノード(GGSN)
を介してたとえば公衆交換データ網(PSDN)などの外部データ網に異なったサブネットワー
クが接続され得る。従って、GPRSサービスは無線通信デバイスと外部データ網との間でパ
ケット形式のデータ伝送を可能とし、その場合に移動通信ネットワークのある部分はアク
セス・ネットワークを形成する。パケット形式のデータ伝送を利用する用途の幾つかの例
は、インターネット電話、テレビ会議、ファイル転送およびWWW閲覧である。
【０００４】
第3世代システムにおいては、ベアラ・サービスおよびサービスの概念が使用される。ベ
アラ・サービスは、アクセス・ポイント間で信号を伝送する機能を提供する形式の電気通
信サービスである。ベアラ・サービスは一般に、たとえば移動局と当該システムの他のあ
る部分との間で情報を転送すべくシステムにより提供されるデータ速度およびサービス品
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ば移動局と基地局との間のベアラ・サービスは無線ベアラ・サービスであり、且つ、無線
ネットワーク・コントローラとコア・ネットワークとの間のベアラ・サービスはたとえば
Iuベアラ・サービス(インタフェースUMTSベアラ)である。UMTSシステムにおいて無線ネッ
トワーク・コントローラとコア・ネットワークとの間のインタフェースは、Iuインタフェ
ースと呼ばれる。これに関連して、サービスは、あるタスクを遂行すべく移動通信ネット
ワークにより提供され、たとえば、データ・サービスは通信システムにおけるデータ転送
を実施し、発呼サービスは電話呼出、マルチメディアなどに関係する。従って、サービス
は、電話呼出またはテキスト・メッセージの転送の様に、移動局とシステムの固定部分と
の間の情報転送を必要とする。第3世代の移動電気通信システムの運営における主なタス
クは、要求された各サービスが利用可能な帯域幅を浪費せずに移動局に提供され得るよう
にベアラ・サービスを管理(必要に応じて、設定、維持および終結)することである。
【０００５】
サービス・レベルの品質は、たとえば伝送中にGPRS網においてパケット・データ単位(PDU
)がどのように処理されるかを規定する。たとえば接続アドレスに対して規定されたサー
ビス・レベル品質は、特に同時に伝送されるべきパケットを有する２つ以上の接続が在る
ときに、サポート・ノードおよびゲートウェイ・サポート・ノードにおいてパケットの伝
送、バッファリング(パケット待ち行列)および廃棄の順序を制御すべく使用される。別の
サービス・レベル品質は、たとえば、異なる接続端の間のパケット伝送に対して異なる遅
延ならびに異なるビット・レートを規定する。廃棄されるパケット・データ単位の個数も
また、異なるサービス・レベル品質を有する接続において変動し得る。
【０００６】
各接続に対して異なるサービス・レベル品質を要求することは可能である。たとえばe-メ
ール接続において、メッセージ伝送には比較的長い遅延が許容される。しかし、たとえば
テレビ会議などの対話型の用途は、高速のパケット伝送を必要とする。ファイル転送など
のいくつかの用途においては、パケット伝送にエラーが無く、必要ならばエラー状況にお
いてパケット・データ単位が再伝送されることが重要である。
【０００７】
UMTSシステムのパケット伝送サービスにおいては４通りの異なるトラフィック・クラスが
規定されることが提案されており、これらのトラフィック・クラスの特徴に関し、異なる
接続形式に対しては異なる評価基準を考慮することが意図されている。第1および第2のク
ラスに対して規定された１つの評価基準はデータ伝送のリアルタイム品質であり、伝送に
おいて大きな遅延が生じてはならない。しかし、データ伝送の精度は斯かる重要な評価基
準でない。これに対応し、第3および第4のトラフィック・クラスに対しては非リアルタイ
ムのデータ伝送で十分であるが、比較的正確なパケット伝送が必要とされる。リアルタイ
ムの第1クラス・データ伝送の例は、２人以上の人が無線通信デバイスを介して対話して
いる状況における音声信号の伝送である。リアルタイムの第2クラス・データ伝送が起こ
りうる状況の例は、即時視認のためのビデオ信号の伝送である。第3クラスの非リアルタ
イム・パケット通信はたとえば、リアルタイムのデータ伝送よりも中ぐらいの速度および
精度によるデータ伝送がより重要であるというインターネットのホームページの閲覧のよ
うなデータベース・サービスの利用に対して使用され得る。この例示的システムの第4ク
ラスとしては、たとえばe-メール・メッセージおよびファイルの転送に分類され得る。前
記の４つのトラフィック・クラスを有することが不要なことは明らかであるが、本発明は
任意の個数のトラフィック・クラスを含むパケット伝送システムに適用され得る。本発明
は更に、回線交換システムにも適用され得る。提案された４つのトラフィック・クラスの
特性は、表１に要約される。
【０００８】
【表１】
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【０００９】
最近の第2世代および第3世代の移動局は、以前の移動局よりも相当に効率的なデータ処理
特性を有する。たとえば既に、移動局においてインターネットに接続すると共にブラウザ
・アプリケーションを使用してインターネットから情報を獲得する可能性があり、将来に
おいては、たとえばリアルタイムのテレビ会議などによりマルチメディア発呼を確立する
ことが可能であろう。斯かる移動局は、以下の本記述においては移動端末と称される。移
動端末という語句はまた、回路カード内に一体化された移動電話回路を備えた所謂る「無
線カード」を包含することも理解されるべきである。斯かる無線カードはたとえば、無線
通信網を介した移動電話機能またはデータ転送機能を提供すべく、携帯もしくはラップト
ップのコンピュータなどのデータ処理デバイスにPCMCIAインタフェースを介して着脱自在
に接続され得る。
【００１０】
斯かる移動端末において異なるアプリケーションの使用を許容すべく、外部アプリケーシ
ョンに対する実行環境が提供されるが、これは以下の本記述においては実行環境と短縮表
現される。斯かる外部アプリケーションは必ずしも移動端末の製造業者のみにより提供さ
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れず、いくつかの第３者の製造業者も斯かるアプリケーションを提供し得る。移動端末と
外部アプリケーションとの間の互換性を確実にすべく、移動アプリケーション実行環境(M
ExE)規格が開発されつつある。本発明は移動アプリケーション実行環境規格に限定される
もので無く、移動端末に対する他の適切な実行環境にも適用され得る。
【００１１】
移動端末のユーザは、該移動端局を使用して移動電気通信ネットワークを介して多くの種
類のサービスにアクセスし得る。たとえばインターネット網に接続された膨大な数のサー
ビス・プロバイダが在る。それらのプロバイダは、データベース・サービス、他の情報検
索サービス、電話アプリケーション、ビデオ・アプリケーション、ネットワーク型ゲーム
などの多くの種類のサービスを提供する。ユーザは、端末ユーザ・インタフェースを使用
して所望のアプリケーションを開始することで、サービス要求を開始する。移動端末にお
いて実行環境はサービス要求により起動されると共に、要求対象アプリケーションも起動
される。端末は移動ネットワークを介し、所望サービスが存在するインターネット網また
は他のあるネットワークに接続する。
【００１２】
異なる各アプリケーションの要件は、相当に異なり得る。いくつかのアプリケーションは
、送信側と受信側の間における高速な通信を要求する。斯かるアプリケーションはたとえ
ば、ビデオおよび電話アプリケーションである。他のいくつかのアプリケーションは、で
きるだけエラーの無い通信を要求し得るが、通信接続のビット・レートは重要でない。斯
かるアプリケーションとしては、e-メールおよびデータベース・アプリケーションが挙げ
られる。従って、移動端末においてこれらの種類のアプリケーションを使用する上で問題
がある、すなわち、特定の通信タスクに対して最適なベアラ・サービスをどのように選択
するかという問題である。将来の移動ネットワークでは、ユーザのサービス要件は、ユー
ザが使用する端末の機能、ユーザが実行を望むアプリケーション、ネットワークの機能、
および、ユーザの加入契約の種類に依存して、相当に異なり得る。
【００１３】
現在のシステムでは、いくつかのアプリケーションは、該アプリケーションがどの種類の
ベアラ・サービスを必要とするかに関する情報を含んでいる。ベアラ選択は、インターネ
ット網と通信するたとえばいわゆるワールド・ワイド・ウェブ(WWW)サーバであり得る宛
先サーバに基づくことができる。ベアラ・サービスの選択は、接続されつつあるネットワ
ーク・アドレスと共に使用されつつあるネットワーク・プロトコルとにより強いられる。
【００１４】
多くの移動端末は、１つ以上のベアラ・サービスを使用してネットワークと通信する。ネ
ットワーク運用者および／またはユーザは、たとえばネットワーク負荷、応答時間などの
特定の機能を最適化するために特定のベアラ・サービスを使用すべく、移動端末をプログ
ラムすることを望むであろう。
【００１５】
現時点においてベアラ・サービスの選択は、典型的には、使用中のアプリケーションによ
り強いられる。ユーザまたはネットワーク運用者は、ベアラ・サービスの用途により各ア
プリケーションを分類することもある。
【００１６】
これまでに知られたこれらのシステムは全て、いくつかの本来的な不都合を含んでいる。
たとえばいくつかのアプリケーションは異なる種類の端末で実行され得るが、その場合に
その端末の特性は、実行されつつあるアプリケーションのベアラ・サービスに関する要求
に影響する。同様に、ユーザは自身の要求および希望を有し得るが、これは現在のシステ
ムでは考慮されない。更に、たとえばネットワークが過負荷などの場合に移動ネットワー
クがベアラ・サービスの全てを提供することはできないといういくつかの状況も起こり得
る。
【００１７】
現在のシステムにおいて、移動端末と移動ネットワークはベアラ・サービスを交渉する。
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もしネットワークが要求されたベアラ・サービスを提供できなければ、おそらくはその通
信に与えられたサービスの品質が適切でない。今、たとえば800×640画素などの様にビデ
オの解像度が極めて高いビデオ・アプリケーションが在るとする。もし、高速回線交換デ
ータ接続(HSCSDベアラ・サービス)を介して接続する手段を有する移動端末によりこのビ
デオ・アプリケーションの実行をユーザが希望すると共に、少なくとも前記800×640の解
像度を有するディスプレイを有するラップトップPCに移動端末がローカル的に接続された
とすれば、アプリケーションはその初期設定された（default)解像度により実行され得る
。もしユーザがたとえば640×480などのより低解像度のディスプレイを備えた移動端末の
みを有した場合、更に低い解像度(640×480)に対するベアラ・サービスが適切であるが、
アプリケーションは依然として最大解像度(800×640)に対するベアラ・サービスの要求を
しようとする。
【００１８】
必要なベアラ・サービスの要件に影響する他の評価基準も在る。別の例において移動端末
は、サーバに対するリモート端末として使用され得る。移動端末およびサーバは、あるデ
ータを交換する必要がある。移動端末がリモート端末として使用されるサーバのタイプは
多様であり、サーバの特性も多様である。たとえば通信速度が異なり得る。従って、該当
サーバの特性に依存してベアラ・サービスを選択を行うための異なる評価基準が存在し得
る。
【００１９】
また、２台の移動端末が相互に通信し、各ベアラ・サービスを選択すべき可能性も在る。
適切なベアラ・サービスの選択は、とりわけ、両方の移動端末の特性と、移動端末が通信
している移動ネットワークの特性とに依存する。
【００２０】
ユーザはまた、ユーザ自身のホーム移動ネットワーク以外の移動ネットワークの領域を訪
れることもある。訪れた移動ネットワークにおいて、選択され得るベアラ・サービスはホ
ーム移動ネットワークと異なることもある。料金ポリシーもまた異なり得る。
【００２１】
従って本発明の目的は、実行されつつあるアプリケーションに対する要求およびユーザの
要求を満足すべく、選択されたベアラ・サービスが好適に最適の特徴を有することで移動
端末の特性と移動ネットワークにより設定された特性および評価基準を満たすように、移
動電気通信システムにおいてアプリケーションに対してベアラ・サービスを選択する方法
およびシステムを提供するにある。
【００２２】
本発明の目的は、アプリケーション、ユーザ、使用中の端末、および、ネットワークの要
件を考慮することで達成される。本発明に係る方法は、添付の請求項１の特徴部分に開示
された処により特徴付けられる。本発明に係る通信システムは、添付の請求項４６の特徴
部分に開示された処により特徴付けられる。本発明に係る移動端末は、添付の請求項５３
の特徴部分に開示された処により特徴付けられる。本発明に係るベアラ・サービス選択ア
プリケーション・インタフェースは、添付の請求項６９の特徴部分に開示された処により
特徴付けられる。
【００２３】
本発明は、従来技術のシステムおよび方法と比較して相当の利点を提供する。本発明に係
る方法を使用することで最適ベアラ・サービスが選択され得るが、その場合にネットワー
ク負荷は最適化され得ると共に、ネットワーク・サービスはできるだけ多くのユーザに対
して提供され得、且つ、アプリケーションの実行はユーザの夫々の要求および使用中の移
動端末の特性に対して最適となる。
【００２４】
本発明の好適実施例の以下の記述においてはUMTS型の移動通信システムが例として使用さ
れるが、当業者であれば、本発明がこのシステムのみに限定されるのでは無く、通信に利
用し得る種々のベアラ・サービスを他の通信システムにも適用し得ることは明らかであろ
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う。
【００２５】
本発明の動作は図１ｂ、図２ａおよび図２ｂに関連して記述される。図１ｂはUMTSシステ
ムの一部を示すが、該システムは、移動端末MT1と、基地局2(BS)と該基地局2を制御する
とともに基地局2とシステムの残部との間の接続をルーティングする無線ネットワーク・
コントローラ3(RNC)とから成る無線アクセス・ノード1(RAN)と、無線移動交換センター4(
WMSC)と無線ネットワーク・コントローラ3に加えて代替的ルーティング可能性としてのパ
ケット・データ・アクセス・ノード5(PDAN)と、を備える。
【００２６】
移動端末MT1は特に、プロセッサCPUと、メモリ手段MEMと、加入者識別モジュール(SIM)も
しくは加入者識別に使用される夫々の手段と、基地局2と通信するための無線部RFと、を
備える。プロセッサCPUはたとえば、移動端末MT1の多数の論理機能を実施すべく使用され
得る特定用途集積回路(ASIC、図示されていない)に含まれ得る。移動端末内には一個以上
のプロセッサCPUが存在し得るが、以下においてはプログラム実行のために唯一個のプロ
セッサCPUが在るものとする。メモリ手段は好適には、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)
、読出し専用メモリ(ROM)およびSIMのメモリの少なくとも一部を含む。移動端末MT1はま
た、キーパッド、ディスプレイ装置、および、マイクロフォンおよび拡声器などの音声手
段も備えるが、これらは図１ｂに示されていない。
【００２７】
図１ｂにおいて発呼管理(CM)機能は移動端末MT1と、WMSC 4およびPDAN 5の両者とにおい
て実施されると仮定される。これらの発呼管理機能は、発呼を開始し、発呼を維持し且つ
発呼を終結する手段を提供する。従って移動端末MT1およびWMSC 4またはPDAN 5は、発呼
を開始、維持および終結するための発呼シグナリング・メッセージを交換する。ベアラ管
理(BM)機能および無線資源管理(RM)機能は、移動端末MT1および無線ネットワーク・コン
トローラ3において実施される。ベアラ管理機能はたとえば、選択されたベアラ・サービ
スの特性に従い、移動端末MT1と基地局2との間の通信のために１つ以上の論理チャネルを
選択するために使用される。無線資源管理機能はたとえば、移動端末MT1と基地局BS 2と
の間の無線経路に対する無線チャネルを選択すべく使用される。
【００２８】
移動端末MT1とIPネットワーク7との間のパケット・データ接続は、パケット・データ・バ
ックボーン6とパケット・データ・ゲートウェイ8(PDG)とを介してパケット・データ・ア
クセス・ノード5(PDAN)から確立され得る。移動端末MT1と移動ネットワークとの間の回線
交換データ接続は、無線アクセス・ノード1、無線移動交換センター4およびゲートウェイ
無線移動交換センター9(GWMSC)を介して生成することが可能である。このゲートウェイ無
線移動交換センター9は、移動ネットワークと、GSM、PSTNまたはISDNなどの他のネットワ
ークNW2との間の接続を形成する手段を有する。
【００２９】
以下においては、図２ａ、図２ｂおよび図４の図を参照して本発明の好適実施例に係る方
法を記述する。図２ａおよび図２ｂにおいて、垂直線は、好適実施例に係る方法における
機能要素を記述する。線201はアプリケーションを、線202は実行環境を、線203はユーザ
を、線204は移動端末機能の記憶装置を、線205はサービス供給ネットワークをそれぞれ表
す。
【００３０】
先ず移動端末MT1のユーザは、たとえば移動端末MT1のユーザ・インタフェースを使用して
移動端末MT1にてアプリケーションを開始する。アプリケーションはおそらく、遠隔的に
開始され得る。アプリケーションはたとえばネットワーク型ゲームである。このアプリケ
ーションのプログラム・コードはたとえば、IPネットワークに接続されたサーバ10から予
めロードされて移動端末のメモリ手段MEM内に保存され得る。移動端末MT1においては、実
行環境202が提供される。それはアプリケーションを介してユーザからのサービス要求に
より起動される(ブロック206)。端末における実行環境202の役割は、所望ベアラ・サービ
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スに関する全ての要件を収集することである。要件は、端末における要求されたアプリケ
ーション、端末(すなわち端末機能の記憶装置204)、ユーザ、および、ネットワークから
収集される。実行環境202および要求されたアプリケーションの実行は、移動端末のプロ
セッサCPUにより制御される。
【００３１】
ユーザにより開始されたアプリケーションはそのサービス要件を実行環境202に提供する(
ブロック207)。これらのアプリケーション・サービス要件はたとえば、許容遅延、ビット
・レート、ビット・エラー率などに関するサービス品質パラメータ、並びに、UMTSベアラ
・トラフィック・クラスなどのトラフィック・クラスとされ得る。アプリケーションのサ
ービス要件はまた、転送されるべきビットの個数である見積容量要件も含み得る。別の実
施例におけるアプリケーション・サービス要件は上記のものから変化し得る。アプリケー
ションはベアラ・トラフィック・クラスを直接的に表し得るものであり、または、該アプ
リケーションは一貫したやり方でいくつかの好適なサービス特性パラメータを表し得る。
【００３２】
アプリケーション201および実行環境202の間の論理インタフェースは、ベアラ・サービス
選択アプリケーション・プログラミング・インタフェースBSSAPIと称される。これは図４
において矢印401で表される。また、端末機能規定ブロック403およびユーザ希望規定ブロ
ック405から端末機能およびユーザ希望に関する情報を獲得する他の手段も在る。端末機
能規定ブロック403と実行環境202との間には他の１つのAPI 402が配置される。また、ユ
ーザ希望規定ブロック405と実行環境202との間には別のAPI 404が配置される。実行環境2
02は、低レベルのシステムAPI 407を介して移動端末MT1の低レベル・システム・ソフトウ
ェア406と通信する。
【００３３】
好適には、移動端末MT1において２つ以上のアプリケーションが同時に実行され得る。単
一のアプリケーションもまた、上記ネットワークに対して同時に２つ以上の接続を有し得
る。全ての別個のアプリケーション／接続に対しては、別個のベアラ・サービス要求プロ
セスが在る。従って各ベアラ・サービスは、システムからの応答において識別子が与えら
れる。
【００３４】
再び図２ａおよび図２ｂを参照すると、実行環境202は所望ベアラに関する希望をユーザ
に尋ねても良い(ブロック208)。希望の選択はまた、所定の規則を用いてユーザとの対話
なしでも行われ得る。実行環境202は更に、例えば一層高価な選択肢などの代替的ベアラ
の自動サービス開始に対する許可を要求しても良い。ユーザは、所望サービスを獲得する
上で一層高価な代替的ベアラなどの自動的な受け入れを望むこともある。ユーザは斯かる
要求に対し、例えば移動端末MT1のユーザ・インタフェースを使用して応答し得る。この
応答は実行環境202へと転送される(ブロック209)。この段階においては、他の任意のユー
ザ希望も考慮される。たとえばホーム位置レジスタ11(HLR)内などのネットワーク内にお
ける加入者データは、許容サービスおよび希望に関する情報(ユーザ・プロファイル)も含
む。加入者データはネットワーク運用者により規定され得ると共に、それはユーザの加入
契約オプションに関連する。
【００３５】
別の段階において実行環境202は、ベアラ選択に影響する移動端末MT1の機能に関する情報
も収集する。この情報はたとえば、アクセス可能なメモリの量、解像度などのディスプレ
イ特性、モデム特性、および、端末クラスなどである。また、移動端末MT1がパケット交
換通信に対する手段および／または回線交換通信に対する手段を有するか否かを知ること
も重要である。いくつかの状況においては、バージョン、製造業者および型式の情報が収
集され得る。この端末情報の少なくとも一部は好適に、たとえばROM内またはSIM内などの
メモリ手段MEM内に記憶される。この端末情報は、メモリ手段MEMから読み出される(ブロ
ック216)。
【００３６】
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端末に関するある情報は、ネットワーク内に記憶され得ると共に、たとえば移動端末の国
際移動機器識別(International Mobile Equipment Identification)IMEI-IDなどに基づい
て見い出され得る。ネットワークから端末機能情報を収集すべく、実行環境202は端末機
能要求ネットワーク・メッセージを生成し(図２ｂのブロック210)、これは移動ネットワ
ークに伝送されて其処で処理される。ネットワークにおいて要求は、たとえば無線移動サ
ービス交換センターWMSC 4により処理され、情報が収集される。その後、要求情報を含む
応答ネットワーク・メッセージが作成され、この応答ネットワーク・メッセージは移動端
末MT1に伝送される(ブロック211)。
【００３７】
実行環境202は、収集された(たとえばアプリケーション、移動端末MT1、ユーザおよび／
またはネットワークから)情報を処理すると共に、その情報に基づきベアラ・サービス要
求ネットワーク・メッセージを生成する(ブロック212)。処理段階において実行環境202は
、最も重要な要求を見い出すべく、情報を分析して優先順位付けを行う。実行環境202は
また、相反する要件を処理して解決すると共に適切なベアラ・サービス要求を形成する能
力も有する。相反する要件の場合、ユーザに対して入力が求められ得る。たとえばアプリ
ケーションは14,400ビット／秒の通信速度を求めることもあるが、端末のモデムは最大で
9,600ビット／秒のみを処理し得る。この場合に実行環境202は、ユーザ希望またはユーザ
応答がそれを禁止していなければ、好適に9,600ビット／秒を選択する。たとえばユーザ
は、通信速度を10,000ビット／秒以上であるべきと制限することもある。実行環境202が
ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージを構築するやり方は特に実際の実施方式
に依存するが、そのやり方はある移動ネットワーク／電気通信システムと通信する全ての
移動端末内において一貫すべきである。
【００３８】
図３ａは、実行環境202にアプリケーション・サービス要件が伝送され得るベアラ・サー
ビス要求メッセージ301のパケット・フォーマットの好適例を示している。先ず、このフ
ォーマット例においてパケットの開始を表すヘッダ・フィールド302が在る。ヘッダ・フ
ィールド302の値および長さは変動し得るが、好適にはヘッダ・フィールド302は各アプリ
ケーションが異なる移動端末MT1において実行し得るように標準化される。
【００３９】
ヘッダ・フィールド302の後には、パラメータ・フィールドが続く。これらのパラメータ
・フィールドは可変長もしくは固定長とされ得ると共に、サブフィールドを含み得る。も
しアプリケーションが全てのフィールドおよびサブフィールドに対する値を有するのでな
ければ、紛失しているパラメータは好適にゼロとコード化される。パケット・フォーマッ
トの詳細構成、すなわちパラメータ・フィールドの個数およびサブフィールドの個数が非
限定的例として使用されることは明らかである。
【００４０】
この例において第1パラメータ・フィールド303は、QoS情報に対して使用される。それは
好適には、遅延サブフィールド、ビット・エラー率サブフィールドおよびビット・レート
サブフィールドを有する。第2パラメータ・フィールド304は、トラフィック要件情報を搬
送する。第3パラメータ・フィールド305は、見積容量要件情報用に対して確保される。第
4パラメータ・フィールド306は、トラフィック・クラス情報用に対するものである。
【００４１】
アプリケーションが前記ベアラ・サービス・パラメータの幾つかもしくは全てに対して２
つ以上の代案を提供することも可能である。たとえば、アプリケーションがBSSAPIを介し
て実行環境202に対して伝送するパケットに２つのビット・レートサブフィールドが在り
得る。
【００４２】
端末機能規定ブロック403から実行環境202に端末情報を収集すると共にユーザ希望規定ブ
ロック405から実行環境202にユーザ情報を収集すべく、上に示したのと同様の方法が好適
に適用され得る。しかしながら、情報を伝えるパケットの詳細構成は変化し得る。実行環



(16) JP 4541620 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

境202は、ベアラ・サービス選択に関する全てのパラメータが収集されるまで、メモリ手
段MEM内に各パラメータを記憶する。
【００４３】
ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージが一旦形成されたなら、移動端末MT1は
好適に、移動端末が動作している移動ネットワークにメッセージを伝送する(ブロック213
)。移動端末と移動ネットワークとの間の通信を制御する交換センターによりカバーされ
る領域は、サービス供給移動ネットワークと称される。当業者であれば公知の如く、サー
ビス供給移動ネットワークは該当移動端末のホーム・ネットワーク、または、他のある移
動ネットワーク(訪れた移動ネットワーク)であり得る。伝送は、移動端末MT1と、サービ
ス供給移動ネットワークの少なくとも１つの基地局との間の無線経路を介して実施される
。ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージは更に、サービス供給移動ネットワー
クの無線移動交換センター4に伝えられる。
【００４４】
移動ネットワークの無線移動交換センター4は、その無線移動交換センターの領域内で動
作している移動端末に関する情報を維持するデータベースを備える。GSMおよびUMTSシス
テムにおいてそのデータベースは、ビジタ位置レジスタ(VLR)と称される。移動ネットワ
ークはまた、移動端末の電話番号、IMEIなどを含むユーザの加入契約情報が記憶されるホ
ーム位置レジスタ11(HLR)と称されるデータベースも備える。
【００４５】
ベアラ・サービス要求ネットワーク・メッセージを受信する無線移動交換センター4は、
そのメッセージの内容を検査する。無線移動交換センター4はまた移動端末MT1のホーム・
ネットワークにも接続し、ユーザの加入契約情報を検査する(ブロック214)。ユーザの加
入契約情報は、ベアラ・サービスの選択に影響し得るいくつかの制限を有することもある
。たとえば、異なる料金ポリシーによる異なる種類の移動加入契約が在り得る。従って、
ベアラ・サービス要求が完全に拒絶されるべき可能性もあり、または、特定ユーザに対し
て許容可能なベアラ・サービスがベアラ・サービスの選択を限定することもある。ユーザ
の加入契約情報の検査結果は、サービス供給移動ネットワークの無線移動交換センター4
に送り返される。
【００４６】
ホーム・ネットワークからの応答に基づき、無線移動交換センター4はベアラ要求を拒絶
するか、または、ベアラ・サービス選択プロセスを継続する。後者の場合、または、ユー
ザの加入契約情報が選択に影響しない場合、好適にはトラフィック状況および遠隔ネット
ワーク状態を考慮してサービス供給移動ネットワーク内において要求された対象ベアラ・
サービスに対する他の理由が検査される。この段階においてサービス供給移動ネットワー
クの特性は要求におけるパラメータと比較され、適切なベアラ・サービスが提案される。
ベアラ選択はまた、サービス供給移動ネットワークのトラフィック状況によっても影響さ
れ得る。要求されたベアラ・サービスをその時点においてサービス供給移動ネットワーク
がサポートできなければ、その要求は拒絶されるか、要求された以外のベアラ・サービス
が提案される。サービス供給移動ネットワークは、移動端末、アプリケーションおよびネ
ットワーク機能、ユーザ希望、ならびにユーザの加入契約オプションを考慮して、できる
限り最適なサービスを提示する。
【００４７】
ベアラ選択プロセスの結果に基づき、サービス供給移動ネットワークはベアラ・サービス
応答ネットワーク・メッセージを作成すると共に、これを、ベアラ・サービス選択要求を
開始した移動端末MT1へと伝送する(ブロック215)。その移動端末MT1において実行環境202
がこの情報を処理する。この段階において実行環境202は必ずしも、提案されたベアラ・
サービスを受け入れない。該実行環境202は、提案されたベアラ・サービスをユーザに知
らせるべく移動端末のディスプレイ上に示されるべきメッセージ、またはことによると、
選択され得るベアラ・サービスのリストを作成し得る。この点に関しては、提案されたベ
アラ・サービスの料金をユーザに知らせることも好適である。ユーザは今や、選択を受け
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入れるか拒絶し得る。別の代替策において、実行環境202は提案されたベアラ・サービス
を自動的に受け入れ、その選択をユーザに知らせ得る。
【００４８】
図３ｂは、ベアラ・サービス応答メッセージ307の応答パケット・フォーマットの好適例
を示している。このメッセージは、BSSAPI 401を介しアプリケーションに対して許可され
たベアラをそのアプリケーションに知らせるべく実行環境202により使用される。パケッ
トは、ヘッダ・フィールド302と、たとえばベアラ・フィールド308および詳細フィールド
309などの他のフィールドを含むが、詳細フィールド309はたとえば遅延、ビット・レート
、ビット・エラー率、トラフィック・クラスなどの、許可されたベアラ・サービスの詳細
を含む。
【００４９】
選択されたベアラ・サービスはベアラ・サービス選択プロセスにおいて次に、該当サービ
ス供給移動ネットワークにおいて起動されると共に、アプリケーションの実行が開始され
得る。しかしながら、ある理由によりベアラ・サービス要求が拒絶されたなら、アプリケ
ーションは好適に停止される。
【００５０】
通信中に、ある理由によりベアラ・サービスの変更を必要とする可能性が在る。たとえば
移動ネットワークにおけるトラフィック状況は変化し得ると共にいくつかのベアラ・サー
ビスに対する変更を必要とし得る。移動端末MT1もまた基地局から更に遠方に移動し、無
線信号の品質を落とすこともある。従って、たとえばビット・レートの減少が必要とされ
得る。この状況においてネットワークは移動端末MT1に、たとえば状態変化ネットワーク
・メッセージなどを伝送することで変化した状態を知らせる(図２ｃのブロック217)。実
行環境202は再交渉要求ネットワーク・メッセージを作成して(ブロック218)それをサービ
ス供給移動ネットワークに伝送する(ブロック219)。再交渉要求ネットワーク・メッセー
ジはサービス供給ネットワークにおいて検査されると共に、可能であればベアラ・サービ
スが再選択される(ブロック220)。最後に、ベアラ・サービス・プロセスの再交渉を完了
すべくサービス供給移動ネットワークはベアラ再選択プロセスの結果に基づきベアラ・サ
ービス応答ネットワーク・メッセージを作成し、ベアラ・サービス選択要求を開始した移
動端末MT1に該メッセージを伝送する(ブロック221)。移動端末MT1において実行環境202は
、この変更に関わるアプリケーションに対しBSSAPI 401を介してベアラ・サービス変更メ
ッセージ310を転送する(ブロック222)。ベアラ・サービス変更メッセージ310に対するパ
ケット・フォーマットのひとつの好適例は、図３ｃに示される。パケットは、ヘッダ・フ
ィールド302、識別フィールド308および詳細フィールド309を含む。識別フィールド308は
、該当ベアラ・サービスを識別すべく使用される。詳細フィールド309は、たとえば新た
な遅延、新たなビット・レートなどの変更されたパラメータに関する情報を含む。実行環
境202に対してアプリケーション201は、提案されたベアラ・サービスの変更が受け入れら
れたか拒絶されたかを知らせる(ブロック223)。
【００５１】
尚、移動ネットワークNW1と移動端末MT1との間で交換されるネットワーク・メッセージは
、移動端末MT1において、実行環境202とアプリケーション201との間で、且つ、端末機能
規定ブロック403およびユーザ希望規定ブロック405とアプリケーション実行環境との間で
通信されるメッセージ301、307、310、311と必ずしも同一ではない。
【００５２】
上記状況においてベアラ・サービスは、移動端末MT1および移動ネットワークと再交渉さ
れ得る。この再交渉プロセスにおいてベアラ・サービス選択手順は、先に示されたベアラ
・サービス要求手順と極めて類似する。主たる相違は、変更されるべきベアラ・サービス
の識別子が移動ネットワークに対して通知されることである。
【００５３】
ベアラ・サービスの再交渉に対する必要性はまた、移動端末MT1のユーザが別の運用者の
移動ネットワークに移動するという状況、すなわちローミングに依ることもあり得る。利
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用可能なベアラ・サービスに関して制限がある可能性も在る。もし新たな移動ネットワー
クにおいて斯かる制限が生じると共に以前の単一もしくは複数のベアラ・サービスが維持
され得なければ、その移動ネットワークはたとえば状態変化ネットワーク・メッセージ21
7を使用してこの状況を移動端末MT1に示さねばならない。すると移動端末MT1は、新たな
ベアラ・サービスを受け入れると共に後でより良いベアラ・サービスを獲得すべく再交渉
を試行するか、または、サービス実行を停止し得る。
【００５４】
新たな移動ネットワークにおいて利用可能なベアラ・サービスが前の移動ネットワークに
おけるよりも相当に良好なこともあり得る。いくつかの状況においてそのネットワークは
、たとえば状態変化ネットワーク・メッセージを使用して、より良好なベアラ・サービス
・パラメータを移動端末に対して通知する手段を有し得る。
【００５５】
上述のメカニズムはまた、移動端末MT1のユーザが同一の運用者の移動ネットワーク内で
あり乍らも、異なる利用可能ベアラ・サービスを有するサブ領域へと移動した状況でも使
用され得る。
【００５６】
また、ベアラ・サービスが再交渉されるという他のいくつかの状況も在り得る。たとえば
アプリケーションは、更に高速のビット・レートもしくは少ない遅延を必要とし得る。ア
プリケーション201は再交渉要求メッセージ311を作成する。もしベアラ・サービス再交渉
プロセスが、移動端末MT1で動作しているアプリケーション201により又は移動端末MT1の
ユーザにより開始されたなら、実行環境202は再交渉要求ネットワーク・メッセージを作
成し、該メッセージは移動ネットワークNW1へと伝送される。実行環境202はこの点に関し
て上記ユーザ希望および端末機能もチェックするか、又は、該実行環境は、通信の開始時
にてベアラ・サービスが交渉されたときに移動端末MT1に保存された情報を使用し得る。
【００５７】
図３ｄには、再交渉要求メッセージ311に対するパケット・フォーマットの１つの好適例
が示される。パラメータ・フィールド303～306に加えて要求メッセージ311は識別フィー
ルド308を含み、該フィールドにおいてアプリケーション201は実行環境202に変更される
べきベアラ・サービスの識別子を示す。ベアラ・サービスのこの識別子は、移動ネットワ
ークが該当ベアラ・サービスに与えた識別子と同一である必要は無い。
【００５８】
移動ネットワークは要求を検査すると共に、本発明の記述において前述されたように、全
ての必要なチェックを実施する(たとえばネットワークは、もし未だ認識していなければ
ユーザの加入契約情報をチェックすると共に、移動ネットワーク自体のトラフィック状況
および機能をチェックし、任意選択的には宛先ネットワークを調べる)。これらのチェッ
クに基づき移動ネットワークは再交渉要求を受け入れるかまたは拒絶するかして、この決
定を移動端局MT1に通知する。
【００５９】
移動端末MT1において実行環境202はネットワーク応答を受信すると共に、その結果をたと
えばベアラ・サービス変更メッセージ310を使用してアプリケーションに通知する。する
とアプリケーション201は、再交渉されたベアラ・サービスを受け入れるかまたは拒絶し
得る。
【００６０】
当業者であれば、移動端末MT1において実行される上述の段階は移動端末MT1のプロセッサ
CPUの処理もしくはプログラムとして実施され得ることは明らかであろう。同様にして、
無線移動交換センター4にて実行される段階は、無線移動交換センター4のある処理手段（
図示されていない）のプロセスもしくはプログラムとして実施され得る。
【００６１】
移動端末MT1において適切なベアラ・サービスの選択を実施することも可能であり、その
場合に移動端末MT1はネットワークから利用可能なベアラ・サービスの情報を要求する。
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ベアラ・サービスの選択に必要な全ての情報を移動端末MT1が収集したとき、該移動端末
は選択を実施すると共に、選択されたベアラ・サービスをサービス供給移動ネットワーク
で起動するための処理を開始する。
【００６２】
サービス実行の他方の当事者がそのネットワーク内の要素では無く別の移動端末MT2であ
ることも可能である。この状況はたとえば、或るユーザが自身の移動端末にて別のユーザ
の移動端末MT2に対し画像発呼(video call)などを開始したい場合に生じ得る。図２ｄは
、同一の移動ネットワークNW1内において２台の移動端末MT1、MT2間でベアラ・サービス
を交渉する方法を記述している。この種の移動端末間の場合、発呼を開始した移動端末MT
1はおそらく、呼出された移動端末MT2に対する実際の接続の以前に、サービス・セッショ
ンの間に使用されるベアラ・サービスに対するベアラ・サービス交渉処理を既に実施して
いる(ブロック224、225、226、227)。発呼を開始した移動端末MT1におけるアプリケーシ
ョンによりベアラ・サービスが受け入れられたとき、該移動端末は呼出された移動端末MT
2への接続を形成する要求を移動ネットワークNW1に伝送する(ブロック228)。その要求は
ネットワークを介して、呼出された移動端末MT2に伝送される(ブロック229)。それから、
呼出された移動端末MT2における実行環境(または、たとえば低レベル発呼処理ソフトウェ
アにおける他のあるシステム・モジュール)は、発呼移動端末MT1が提案するベアラを呼出
された移動端末MT2が使用し得るか否かをチェックする(ブロック230)。
【００６３】
呼出された移動端末MT2は移動ネットワークNW1とのベアラ・サービス要求手順を実施し、
移動ネットワークNW1にベアラ・サービス要求を伝送する(ブロック231)。ベアラ・サービ
ス要求ネットワーク・メッセージを受信したWMSC 4は、そのメッセージの内容を検査する
。好適には、呼出されたユーザの加入契約情報も検査される(ブロック232)。ユーザの加
入契約情報はベアラ・サービスの選択に影響するいくつかの制限を有し得る。たとえば、
異なる料金ポリシーによる異なる種類の移動加入契約が在り得る。従って、ベアラ・サー
ビス要求が完全に拒絶される可能性もあり、または、呼出された移動端末MT2の特定ユー
ザに対して許容可能な各ベアラ・サービスがベアラ・サービスの選択を限定することもあ
る。呼出されたユーザの加入契約情報の検査の結果は、移動ネットワークNW1のWMSC 4に
送り返される。
【００６４】
移動ネットワークNW1からの応答に基づき、WMSC 4はベアラ要求を拒絶するか、または、
ベアラ・サービス選択処理を継続する。後者の場合、または、呼出された移動端末MT2の
ユーザの加入契約情報が選択に影響しないような場合、好適にはサービス供給移動ネット
ワークのトラフィック状況を考慮して移動ネットワークNW1内において要求されたベアラ
・サービスに対する他の理由が検査される。この段階において移動ネットワークNW1の特
性は要求におけるパラメータと比較され、適切なベアラ・サービスが提案される。ベアラ
選択はまた、移動ネットワークNW1のトラフィック状況によっても影響され得る。要求さ
れたベアラ・サービスをその時点において移動ネットワークNW1がサポートできなければ
、その要求は拒絶されるか、要求された以外の別のベアラ・サービスが提案される。
【００６５】
ベアラ選択処理の結果に基づき、移動ネットワークNW1はベアラ・サービス応答ネットワ
ーク・メッセージを作成すると共に、これを、呼出された移動端末MT2へと伝送する(ブロ
ック233)。呼出された移動端局MT2は、移動ネットワークNW1に対して接続応答ネットワー
ク・メッセージを伝送することで接続要求ネットワーク・メッセージに応答する(ブロッ
ク234)。
【００６６】
この接続応答ネットワーク・メッセージは、発呼を開始した移動端末MT1へと伝送される(
ブロック235)。提案されたベアラ・サービス（単一または複数）を両方の移動端末MT1、M
T2が受け入れたなら、移動端末MT1、MT2の間には接続が確立される(ブロック239)。
【００６７】
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しかし、提案されたベアラ・サービス（単一または複数）を移動端末MT1およびMT2のいず
れもが受け入れないならば(ブロック236)、ベアラ選択手順は開始箇所(ブロック224)へと
ループバックする。発呼を開始した移動端末MT1は新たな各パラメータを選択し、これら
の新たなパラメータにより新たなベアラ・サービス要求を実施する。
【００６８】
提案されたベアラ・サービスを呼出された移動端末MT2が受け入れないならば、該移動端
末は別のベアラ・サービスを既に提案している可能性があり(ブロック237)、その場合に
移動端末MT1は提案されたベアラ・サービスを受け入れ得るか否かをチェックする。呼出
された移動端末MT2により提案された代替のベアラ・サービスを移動端末MT1が受け入れる
なら、ベアラ選択手順はブロック225へとループバックする。もし呼出された移動端末MT2
が、提案されたベアラ・サービス（単一または複数）を受け入れず且つ別のベアラ・サー
ビスも提案しないなら(ブロック238)、ベアラ選択手順がブロック224にループバックして
移動端末MT1は別のベアラ・サービスを選択して提案するか、或いはそうでなければ、接
続手順が不首尾となる。
【００６９】
移動端末MT1、MT2とネットワークNW1との間の要求ネットワーク・メッセージは好適には
、初期設定の接続開始ベアラを用いて伝送される。
【００７０】
呼出された移動端末MT2が発呼移動端末MT1以外の別の移動ネットワークと通信することも
可能である。斯かる状況において処理は、発呼移動端末MT1および呼出された移動端末MT2
が同一移動ネットワーク内で通信する状況と僅かに異なる。当業者であれば、１つの移動
ネットワークNW1において実行された前述の段階がいくつかのネットワークNW1、NW2にて
実施され得ることは明らかであろう。
【００７１】
この方式は、サービス供給ネットワークに対するベアラ・サービス要求を実施する前に移
動端末が先ず好適なベアラ・サービス・パラメータを、遠隔(たとえばIP)ネットワークに
おけるサービス・プロバイダのサーバなどのネットワーク要素であり得るサービス当事者
と好適なベアラ・サービス・パラメータを交渉する、という状況にも適用される。
【００７２】
いくつかの場合、サービス供給ネットワークがベアラ・サービス要求に関するネットワー
ク自体の機能およびトラフィック状況のみをチェックするだけでは十分でないこともある
。もし移動端末が、サービス供給ネットワーク以外のネットワークへの接続も必要とする
サービスの開始を試行したとすれば、サービス供給ネットワークは他のネットワークの状
況および機能もチェックし得る。これは好適には、異なるネットワーク間の標準シグナリ
ング・インタフェース（図示されていない）により達成され、それらのネットワークの機
能およびトラフィック状況に関する要求／応答が提供される。斯かるインタフェースが利
用可能であればサービス供給ネットワークは、サービス実行において必要な他のネットワ
ークと通信し、これらのネットワークからの応答を獲得した後で、関与する全ての当事者
に対して適切なベアラ・サービスを提案する。たとえばサービス供給ネットワークにおけ
るWMSC 4と他のネットワークにおける上記WMSCは、たとえば通常のローミング状況におけ
る様にして、相互に通信し得る。
【００７３】
本発明は前記実施例のみに限定されるものでなく、添付の請求の範囲の範囲内で改変され
得る。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】　本発明の好適実施例に係る方法が適用され得るシステムを示す図である。
【図１ｂ】　本発明の好適実施例に係る方法が適用され得る別のシステムを示す図である
。
【図２ａ】　本発明の好適実施例に係る方法を記述する図である。
【図２ｂ】　本発明の別の好適実施例に係る方法を記述する図である。
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【図２ｃ】　本発明の好適実施例に係るベアラ・サービス再交渉の方法を記述する図であ
る。
【図２ｄ】　同一の移動ネットワーク内における２台の移動局がベアラ・サービスを交渉
する方法を記述する図である。
【図３ａ】　本発明の好適実施例に係る方法で使用される好適なパケット・フォーマット
の例を示す図である。
【図３ｂ】　本発明の好適実施例に係る方法で使用される好適なパケット・フォーマット
の例を示す図である。
【図３ｃ】　本発明の好適実施例に係る方法で使用される好適なパケット・フォーマット
の例を示す図である。
【図３ｄ】　本発明の好適実施例に係る方法で使用される好適なパケット・フォーマット
の例を示す図である。
【図４】　ベアラ選択に関するアプリケーション・プログラミング・インタフェースを記
述するブロック図である。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図２ｃ】 【図２ｄ】
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